
  

一 

地
方
法
人
税
の
廃
止
に
関
す
る
法
律
（
案
） 

（
趣
旨
） 

第
一
条 
こ
の
法
律
は
、
地
方
公
共
団
体
の
自
主
財
源
を
適
切
に
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
国
と
地
方
公
共
団
体
の
税
源
配
分
を

見
直
す
必
要
が
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
地
方
法
人
税
を
廃
止
す
る
こ
と
等
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
地
方
法
人
税
の
廃
止
） 

第
二
条 

地
方
法
人
税
は
、
廃
止
す
る
も
の
と
し
、
政
府
は
、
こ
の
た
め
に
必
要
な
法
制
上
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
地
方
公
共
団
体
の
財
政
状
況
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
た
め
の
措
置
） 

第
三
条 

政
府
は
、
前
条
の
法
制
上
の
措
置
を
講
ず
る
に
当
た
っ
て
は
、
地
方
法
人
税
の
廃
止
に
よ
り
こ
れ
を
財
源
と
す
る
地

方
交
付
税
の
総
額
が
減
少
す
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
地
方
公
共
団
体
の
財
政
状
況
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
の
な
い
よ
う
、
法
人

の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
の
法
人
税
割
の
税
率
の
引
上
げ
そ
の
他
の
法
制
上
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

附 

則 

 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。





  

三 

 
 

 
 
 

理 

由 

 

地
方
公
共
団
体
の
自
主
財
源
を
適
切
に
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
国
と
地
方
公
共
団
体
の
税
源
配
分
を
見
直
す
必
要
が
あ
る
こ

と
に
鑑
み
、
地
方
法
人
税
を
廃
止
す
る
こ
と
等
に
つ
い
て
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で

あ
る
。 


